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令和２年第３回立川市教育委員会臨時会 

 

 

１ 日  時  令和２年５月２１日（木） 

   開会   午後 ４時００分 

   閉会   午後 ５時１６分 

    

２ 場  所  １０２・１０３会議室 

 

３ 出席者   

教育長    小 町 邦 彦 

     教育委員   田 中 健 一     伊 藤 憲 春  

            嶋 田 敦 子     小 林 章 子 

     署名委員     伊 藤 憲 春  

 

４ 説明のため出席した者の職氏名 

   教育部長     大野  茂     教育総務課長   小林 直弘 

   学務課長     杉浦 丘美     指導課長     前田  元      

統括指導主事   寺田 良太     統括指導主事   川﨑 淳子 

   教育支援課長   秋武 典子     学校給食課長   南  彰彦 

 

５ 会議に出席した事務局の職員 

   教育総務課庶務係  笹原 康司   柏﨑 彩花  
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案 件 

 

１ 協議 

（１）令和２年６月以降の教育活動について 
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令和２年第３回立川市教育委員会臨時会議事日程 

 

令和２年５月２１日                                      

１０２・１０３会議室 

 

１ 協議 

（１） 令和２年６月以降の教育活動について 
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午後４時００分 

  

     ◎開会の辞 

○小町教育長 ただいまから、令和 2年第 3回立川市教育委員会臨時会を開催いたします。 

  署名委員に伊藤委員、お願いいたします。 

○伊藤委員 はい。わかりました。 

○小町教育長 次に議事内容の確認を行います。本日は協議 1件でございます。 

  それでは出席者の確認を行います。大野教育部長、お願いいたします。 

○大野教育部長 本日、第 3回立川市教育委員会臨時会への出席管理職でございます。教育部

長、教育総務課長、学務課長、指導課長、川﨑統括指導主事、寺田統括指導主事、教育支援

課長、学校給食課長でございます。 

     

     ◎協  議 

     （１）令和２年６月以降の教育活動について 

○小町教育長 それでは1協議(1)令和2年6月以降の教育活動について、を議題といたします。 

  この協議に入る前に、私から若干述べさせていただければと思います。 

  新型コロナウイルス感染拡大防止に向けまして、法律に則りまして本市でも対策本部を置

きまして、まさに鋭意取り組んでいる最中でございます。そんな中、今国会が開催中でござ

います。本日の夜になるかと思いますが、国の対策本部で正式決定があるということでござ

います。内容としては、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県は外出自粛含めて継続であると

いう方向性が出される、ほかは、関西は解除という形が今晩正式に発表されるということで

す。それを受けて東京都からはたぶん明日、何らかの発出があるのかなと思っています。 

それを受けまして、市としても法に則って対策本部を設置してございますので、対策本部

を月曜日に開催する予定でございます。そのときに教育関係、学校教育が中心になりますけ

れども、それを教育委員会としては対策本部長である市長に教育委員会の考え方を述べると

いうことでございます。教育委員会の考え方を述べるにあたりましては、本日臨時会を開か

せていただきまして、教育委員の皆様のご意見を伺った上で、その案をまとめまして市長に

意見を述べたいと思っています。 

市長はその意見を踏まえまして、学校教育だけでなく総合的に立川市の行政としてどう対

応するのかというのを決定いたします。決定した暁には、たぶんその日のうちにネット等を

通じて発出するという流れになるのかなというふうに思っているわけでございます。具体的

には、5月 31日までが、6月 1日以降も継続ということになろうかなと思うわけでございま

す。それに対してどうするのかということでございます。 

1 つは学校教育でございます。学校教育に関しましては、臨時休業中であっても最低限取

り組むべき事項ということで国のほうから示されていまして、文科省の 2文科初第 154号の

通知のほうで学びの保障、教育と学習の保障をしっかりとしなさいということが述べられて
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いまして、その中にはもちろんＩＣＴを使った家庭学習等々も含めまして書いてあります。

そのほかに登校日を設けて 3密等を避けながら適切な学習保障を実施するということが国と

しても示されています。また本日、2 文科初 222 号の文科省の通知を添付させていただきま

して、こちらにはもう少し具体的に、特に小学校 6年生、中学校 3年生、最終学年の児童・

生徒が優先的に学習活動を開始できるように、かなり踏み込んで学習保障に関しても国から

指示が出ております。 

そういった指示を踏まえつつ、かなりぎりぎりの施策を検討しなければならないというこ

とでございます。 

きょうはそんな中で案を幾つかお示しさせていただきました。最終的には休業になろうか

なと思うのですけれども、休業になってもしっかり学習保障はすべきだというふうに国から

指示が出ているということで、たとえ休業になってもしっかりと学習保障はするんだ、再開

になれば再開になったで、学習保障はしっかりということで、ではその違いは何かというと、

教育課程上の出席扱いにするかどうかというところが大きなポイントかなと私は思っていま

して、そこの一点が違うだけではないかと思っております。 

多少、登校日の間隔等に配慮する必要はあると思うのですけれども、そこのところをしっ

かりとやらなければいけないと思っています。5 月いっぱいは週に 1 回のガイダンス日とい

うことで各学校取り組んでまいりまして、そんな中で 6年生と中学 3年生に対しましては少

し日にちを充実させながら取り組むようにということで立川市教育委員会から各学校に発出

しまして、それぞれの仕方で取り組んでいただいているという背景も踏まえまして、本日は

決定ということではなく、まず休業中であっても学習保障をしていくという方向性、その方

向性の具体策として分散登校を設けて取り組んでいくとか、それから給食に関しましては、

一定段階で提供していくというような方向性を、きょうは案を幾つかお示ししましたのでご

協議をいただきたいと思っています。 

繰り返しになって恐縮でございますけれども、東京都からはたぶん都立校含めて区市町村

も倣えということで文書が発出されるものかなと思っていますので、それを一点は踏まえな

ければいけないんですけれども、そういう手続きを経て月曜日に最終決定が行われるように

したいと思いますので、本日は、逐一、細部まで決定ということでなく、方向性に関しまし

てご意見を賜ればということでございます。冒頭私のほうから、若干長くなりましたけれど

も、背景含めましてご説明させていただきました。 

 それでは協議の説明に入ります。前田指導課長、お願いします。 

○前田指導課長 それでは、令和 2年 6月以降の教育活動について、ご説明いたします。 

現在、それから今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況等踏まえて、6 月 1 日から段

階を踏まえながら活動を少しずつ再開していきたいと考えております。 

その内容といたしましては、1に示しております 1週目、2週目、それから 5週目以降の内

容と、2 のところでお示ししました段階的に増やしていく週あたりの登校日数等により徐々

に通常の活動を目指していきたいというものでございます。段階的な登校につきましては、
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校長会とも連携して検討をしてまいりました。小学校と中学校において発達段階等の違いが

あることから、小学校と中学校で異なる方法を考えました。 

まず中学校についてご説明いたします。 

中学校については、1週目、2週目を分散登校というふうにＡ案の中では考えてございます。

分散のさせ方は、1学級を半数に分け、座席を文部科学省の資料で 2文科初第 222号の 4ペ

ージにございますように、市松模様の互い違いに配置することによって 3密を避けながら着

席できるようにいたします。このようにしてできる 1クラス 2つのグループを午前のグルー

プ・午後のグループに分けます。この午前のグループ・午後のグループそれぞれに 3単位時

間ずつ指導することにより、できる限り 3密を避け感染症予防を図りながら活動を始めると

いうものでございます。中学校においては特に第 3学年により重点をおき、登校日数等、他

学年より多く設定することとして現在考えているところでございます。 

そこに 3つの案がございますけれども、Ａが基本的な形、Ｂがより穏やかな再開を目指す

形、Ｃがより早く通常の活動を目指す形ということでお示しさせていただきました。特に太

字で一斉登校というのはいつ頃出てくるかというふうに見ていただくと、そのスピード感の

違いがお分かりいただけるかと思います。また給食の開始については、3 週目以降辺りにな

ろうかな、そうできたらいいなというイメージで作成いたしました。 

次に裏面になりますが、小学校についてでございます。 

小学校については、分散の考え方は中学校と基本的には同じですが、給食の提供方法が中

学校と異なっていること、小学校第 1学年にとっては初めての本格的な学校生活が始まると

いうこと、そういったことを踏まえまして、6 年生に重点をおきながらも 1 年生と特別支援

学級の子どもたちの負担が大きくなり過ぎないように配慮して設定いたしました。 

給食の再開等をご覧いただきますと、小学校の場合、基本となるＡ案では 4週目からのス

タート、このときにも 1年生については、まだ分散登校を継続させながら、その翌週 6月 29

日の週に給食を開始するというようなことを基本として考えて作成いたしました。 

今後の状況により、校長会のほうからは授業の進め方というか活動の進め方について、様々

な意見をいただいているところでございます。例えば、校内のテレビ回線を使って複数の教

室に同じ授業を放送しながら、それぞれの教室には教員が控えており、子どもたちの個別の

質問に答えられるように、校内で行う国語の一斉のオンライン授業の画面の形でもって授業

の機会をみんなが均一になるようにしてあげたいとか、あるいは 3単位時間を週 5回とした

ときに、中学校では 50分授業ですけれども、それを 40分で 4コマ 1日にやらせてもらえる

と週に 20コマ学習機会が与えられて、単位時間数としても 3単位時間×5日と同程度のこと

ができるんだけれども、そういう工夫はできないだろうかというようなご意見もいただいて

いるところでございます。 

各学校の施設でありますとか教員の人数、指導者の体制等で異なっていることから、一律

な対応というのはなかなかできないところなのですが、各学校におけるそういった前向きな

工夫については認めてあげたいなと思っているところです。 
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続きまして、学校の活動を始めていくにあたっての配慮事項でございますけれども、3番、

留意事項、4 番、学校再開時に配慮すること、ということでまとめさせていただきました。

児童・生徒の健康観察の徹底及び教職員自身の健康観察を基本としながら、マスクの着用や

手洗いの励行、タオル持参の奨励など、校内の消毒とあわせて感染予防の徹底を図るよう各

学校に指導していきたいと考えています。 

また、子どもたちの心のケアとして、学級担任を中心としながら養護教諭及びスクールカ

ウンセラーを配置し、全ての子どもたちを丁寧に観察して、相談に応じるとともに適切な支

援ができるよう校内の組織的な対応について指導していきたいと考えております。 

別表としてご用意させていただきました。今後の学校行事等についてでございます。 

現在、教育課程の修正を各学校に依頼しておるところでございます。例年と異なる状況下

であることから、大きく延期する行事、中止や公開なしとする行事、今後も検討を続けてい

く行事等を校長会と検討し、今このような形で整理を進めているところでございます。 

以上、よろしくご協議の上、ご意見賜りますようお願いいたします。説明は以上です。 

○小町教育長 説明ありがとうございました。 

これより質疑に移ります。説明内容を踏まえ、ご質疑をお願いいたします。 

  はい、嶋田委員。 

○嶋田委員 ご説明ありがとうございます。そして 6月以降の教育活動について、大変判断が

難しい中、検討いただきましてありがとうございます。保護者の中にも、学習が遅れるので

早く通常に戻してほしいと言う方と、やはり子どもたちが密になるのが心配だから、なるべ

く遅らせてほしいという意見と両方あると思うので、なかなか本当に難しいなと思っていま

す。各学校の今後の方針などにも影響されるでしょうし難しいですけれども、私個人的には

全学年を通常どおりに戻すというところについては、かなり慎重にやらなければいけないの

かなということを感じています。 

その一方で給食は早く食べさせてあげたい。困っている子ども、保護者がいると思うので、

中学校でしたら 3週目辺りから、3年生に限らず 1・2年生も、分散登校ということであれば

希望者のみでもいいですけれども、午前中来て給食を食べて帰る子と、給食を食べてスター

トする子と、おうちで食べる子と、そういう希望者という形で何とか給食を再開できたらい

いなというふうに感じています。小学校 1年生に関しても、もちろん慣れていない中でゆっ

くりスタートということはあるのですけれども、保護者としてはしびれを切らしている方も

いらっしゃると思うので、給食は、ほかの学年と同じタイミングで始めてあげられたらいい

のかなと感じています。 

今Ａ案、Ｂ案、Ｃ案とあるので、ちょっとややこしくなってしまいますけれども、1週目、

2週目、3週目ということではなくて、Ａ週、Ｂ週、Ｃ週、Ｄ週というふうにして、感染者の

拡大の状況で、ＣまでいったけれどＢに戻ろうとか、Ａまで戻ろうかとか、そういうふうな

考え方でもいいのかなということは思いました。 

それから音楽の記載がありましたけれども、私、結構ピアノを弾きながら歌うのが趣味な
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ので歌いますけれど、マスクをしながら歌うのは本当に苦しいです。なので、名古屋市の方

針の中に、ＣＤを聴きながら心の中で歌を歌うとかハミングするみたいなことがありました

けれども、そういうのもわりといいのかなと。あとは、動画などを用意して、おうちで「こ

れを見ながら歌ってね」とかということも考えられるかなと思いました。 

そして先ほど学校内でテレビ回線を使って別の部屋でオンライン授業というお話をされて

いましたけれども、なるべく早い時期にチャレンジしてこういうことが難しかったという経

験を積み重ねていく時期だと思いますので、本当にやりたいという先生がいらっしゃったら

積極的にチャレンジしていただきたいなと思いました。 

○小町教育長 前田指導課長。 

○前田指導課長 給食の提供についてでございますけれども、3 密を確実に避ける状況での給

食の提供方法というのはなかなか難しく、午前と午後で子どもを入れ替えるわけですけれど

も、その子どもたちが交わらないように給食が提供できれば一番いいわけですが、1 クラス

分の給食というふうに考えますと、前半の子どもたちの給食があって、後半の子どもたちの

給食があって、ではいつ入れ替えたらいいのか、半々でできるのかなど、様々な工夫といい

ますか可能性は考えられまして、小学校においては自分たちで配膳する場合もあるわけです

けれども、その辺りの、どこまで何ができるのかというようなところまでが、きょうの時点

でまだ細かく整理ができておりませんで、きょうの時点で一番確実に安全に提供できそうな

タイミングというところでお示しをさせていただいているところでございます。 

また、小学校 1年生が同時期に給食がスタートできるかどうかというのは、ご家庭の皆様

の思いはよく分かりますので、その辺りも小学校校長会と検討しながら修正できる部分はし

ていけたらなと思いました。 

また、嶋田委員ご指摘のように、状況に応じて週ごとに調整しながらというのが、子ども

たちへの周知のタイミングとご家庭への周知のタイミングと、その辺りは都の動向等の把握

のタイミングがうまくいけば、もちろんやっていきたいなと思いますし、難しい場合には次

の週でお示ししておいて、そのさらに次の週か何かで調整するというようなことは当然検討

していきたいなと思っています。 

○小町教育長 南学校給食課長。 

○南学校給食課長 給食の提供ですが、やはり早期に再開していただきたいという保護者の方

の意見はよく分かります。私どものほうもいつから提供できるかシミュレーションをしまし

て、ゴーサインが出てから 10日間程度で再開できるという形ではいつも動けるようにはして

きました。また、先ほど前田課長からありましたが、密を避けるにはどうしたらいいかとい

うことがあります。その点は学校が始まってみないと分からない部分がありますので、給食

の提供が始まるそのときに合わせて対応はしたいとは考えていますので、学校の状況を見な

がらどうしたほうがいいか、また配膳の仕方の工夫等も学校と協議しながらという形になり

ますので、今までの配膳方法でいいかどうかも含めてどういうふうにやっていくかというこ

ともございます。給食の準備のほうは問題なくできますので、なるべく早期にという形にな
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るのですが、感染リスクをどれだけ下げられるか、どういう提供ができるかということの確

実性が分からないと、なかなかこうという形でいけない部分もありますので、そういったと

ころを含めまして指導課とも連携しまして、校長会とも意見交換しながら、学校給食再開に

向けて準備は整えているところでございます。この案と決めていただいたところで対応する

という形でさせていただければと思っています。 

○小町教育長 ほか、ございますか。田中委員。 

○田中委員 先ほど小町教育長から、今晩、国のほうから方針が出され、明日、東京都のほう

から発出される。あと、本市の対策本部も恐らく 25日、そこでさらに具体的に学校教育含め

て方針が出されるという説明がございます。その上で前田指導課長のほうから、令和 2 年 6

月以降の教育活動について、より具体的に説明がございました。今説明いただいた中で、1

番の段階的な指導から入って 4番の学校再開時に配慮すること、ここまで全体通して申し上

げてよろしいですか。 

では申し上げます。まず 1番の段階的な指導について、意見でございます。これについて

は児童・生徒の実態や保護者の願い、及び学校指導体制を考慮した妥当な方針である、その

ように高く評価しております。本当によくここまでしっかりとお作りになったなと思います。

特に 6月 1日からの 1週目の補充的学習と既習事項の確認、あと 2週目から 4週目の 1週目

を踏まえた補充的学習と学校の状況に応じて全教科の順次授業の開始、6月 29日以降の全学

年の通常通りの教育活動、これを進めることについては妥当であると、そのように思います。 

 それはなぜかと申しますと、令和 2年 4月 21日、2文科初第 154号、文部科学省初等中等

教育局長の丸山洋司氏から発出された文書、その後の 2文科初第 222号、同じ丸山洋司文部

科学省初等中等教育局長から発出されたこの文書をしっかり踏まえた対応であると思ってお

ります。したがって、中学校と小学校について具体的に出ていますので、私から申し上げた

いと思います。 

まずＡ案、Ｂ案、Ｃ案ですけれども、この中で私としてはＣ案が妥当ではないかと、その

ように考えているところでございます。これについては生徒の発達段階を考慮して、また受

験を控えて不安を抱えている中学 3年生の進路、これについて非常に大事なことであります。

そういう中で受験生としては早ければ明年の 1月末から試験が始まると思うんですね。そう

いう意味では後 7か月から 8か月、2月は都立の受験が入りますので、そうなると期間とし

ては 7か月から 8か月という非常に切迫した状況の中にあります。その意味では 2週目から

の中学 3年生の一斉登校は妥当である、そう考えておるところであります。 

あと、1・2年生は密にならないように午前と午後で、分散登校、これでいいと思うんです

ね。なお、本方針が示されるわけですが、その中に中学校の年間標準授業時数は 1,015時間

になっております。したがって、このＣ案ですと 1,015時間にかなり近づくのではないかと

考えています。 

時数の問題もありますけれども、やはり学びの質を高めることも重要な課題であろうと思

います。その上でモジュールをされる学校もあると思いますが、その場合にモジュールによ
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る教育活動、これについては時数のカウントに入れてよろしいですかということが質問です。 

また、中 1の生徒に対しては三者面談を実施してはどうか。それはなぜかと申しますと、

心身の健康状態、家庭での過ごし方、学習指導計画のもとに基本的な学習の進め方、さらに

は抱えている不安や悩み、その確認をしっかりしてはどうかということでございます。 

いずれにしても 6月 10日の再度の教育課程届が行われるわけですね。そのときに柔軟に対

応していただいて、指導をすべきことは適切に指導をお願いしたいと思います。 

もう 1つ質問としてお伺いしたいのは、中学校から 3案以外にＤ案みたいなもの、そうい

うものは出されてないのでしょうかということでお尋ねしたいと思います。  

一旦ここで終えさせていただいて、その回答をいただいた後に小学校のほうについて申し

上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○小町教育長 前田指導課長。 

○前田指導課長 それではお答えさせていただきます。現在 15分のモジュールによる授業の実

施というのは想定していないところでございます。その理由といたしましては、モジュール

を利用した場合に、より多くの時数を授業時数とすることができるという利点はあるのです

けれども、今私どものほうで必要なのは、子どもたちに丁寧に教員が接してあげて授業を進

めてあげるというところであろうと。それから、落ち着いた学校生活をスタートさせてあげ

るというところが大事な点かなと考えております。そういった意味において、中学校の基本

の単位である 50分を 1単位時間とするというようなことについては、まずしっかりやってい

ただきながら進めていきたい。ただその一方で、50分 1単位というのは分かっているんだけ

れども、そこを 40分 1コマとすることで、教科担任制の特徴でございますのでより多くの教

員、より多くの授業機会を提供したいというような学校に対しては応援してあげたいという

ようなことを考えておるところでございます。 

また、三者面談のご提案をいただいたところですが、三者面談を設定するためには教員た

ちが保護者の皆さんとお話をする時間を確保しなければいけないので、午後の授業時間だい

たいをカットしなければ、なかなか設定が難しい状況でございます。現時点で各学校におい

ては長期休業を活用したり、あるいは授業時数のゆとりをみて午後カットできる部分で実施

したいというようなところを検討しておるところですので、6 月の早期に実施できるかどう

かというのは、今の時点では難しいのかなというふうに思っているところです。 

それから、校長会からどのような意見がというところで、校長会と検討してきてこの 3つ

の案に落ち着いたというところでございまして、まさに校長先生方の案を活かしたものがこ

の 3 つなわけですけれども、正直、中学校の校長先生方は、3 年生のことだけ本気で考える

んだったらもう 6月 1日から 3年生は全員来させて授業をみてあげたいというのは本音だと

おっしゃってはいましたけれども、さすがにそれは 3密が回避できないのでというようなと

ころでこのような形になってございます。 

○小町教育長 田中委員。 

○田中委員 丁寧なご説明ありがとうございました。 
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次に小学校ですが、Ａ、Ｂ、Ｃの 3案をお示しになっているわけですが、私としてはＡ案

が望ましいのではないかと、そんなふうに考えているところでございます。1 年生から 6 年

生までの発達段階を非常によく考慮されております。とりわけ 1 年生と特別支援学級では 1

週目が週 2日×2時間、2週目が週 3日×2時間、3週目が週 4日×2時間、一つ一つ子ども

たちの実態をきちっと把握しながら、なおかつ発達段階を考慮した案であると思います。 

なお、小学校 1年生の場合ですと 1学級がマックス 35人になると思うんですね。そういう

面ではこのＡ案で進めていきながら、なお今後の課題としては給食の食物アレルギー対策、

これを考慮するならば三者面談を実施して事前に予防策をとってはどうかということでござ

います。そのときに、先ほど中学校のＣ案のところでも申し上げたのですが、三者面談を通

しながら、1つは心身の健康状態、2つ目に家庭での過ごし方、3つ目が学習計画をもとに計

画的な学習の進め方、最後に今抱えている不安や悩み等を確認する。やはり 1年生なりの様々

な課題があろうかと思うので、是非、三者面談をすすめてはどうかということでございます。 

なおかつ、給食開始時にあたっては、感染予防を考慮して配膳しやすい献立の考慮をして

はどうかと思います。 

また、時間設定の例が示されておりますが、8時15分からの時差登校となっておりますね。

これについては、校長先生は教育課程の編成権がございますので、場合によっては 8 時 30

分にしてもよろしいのではないかと。その辺りは弾力的に取り扱ってはどうかということを

考えてございます。小学校については以上でございます。 

○小町教育長 前田指導課長。 

○前田指導課長 まず、小学校 1年生のアレルギー面談についてですが、校長会の先生方と、

まずそれがきちんと小学校 1年生のお子さんに対しては終えなければ給食の開始はできない

ということで段階を検討するようにいたしました。その結果、校長先生方のご意見として、4

週目までに全ての、初めて入学されたり、あるいは継続のアレルギーの配慮が必要なお子さ

んの面談を、校長先生ご自身が終えることができるというようなお話から、Ａ案の形にさせ

ていただいておるところでございます。アレルギー面談に関しましては、校長先生と栄養士

の先生、養護教諭の先生が保護者の方と行うものでございますので、そこに関してはしっか

り進めて、面談が終わったところで確実に配慮しながら給食の提供ができるようにしていき

たいと考えてございます。 

  また、三者面談のところについてですけれども、午後に登校して来ている子どもたちがお

りますので、どういった形で 6月の早い時期に時間をしっかり確保して保護者の方とお話が

できるかというのが、各学校かなり難しいところになっているだろうかと思いますが、不安

を抱かれているご家庭との対話を全て閉ざすという意味ではなくて、そういった意味では電

話になってしまうかもしれないのですけれども、柔軟な相談体制というのは学校として小学

校も中学校も保障できるように、そういった指導はしていきたいと考えてございます。 

また献立についてですが、先ほどもお答えいただきましたけれども、南学校給食課長から

お願いしたいと思います。 
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○小町教育長 南学校給食課長。 

○南学校給食課長 文科省の 2文科初第 222号の 5ページのところに、学校給食の工夫につい

てということで、配膳の過程での感染の防止のため、可能な限り品数を少なくするような工

夫ということで書かれています。立川市の特徴で単独調理校と共同調理場校があります。そ

の中でどういった工夫ができるのか、バラバラでは困るという形になりますので、基本的に

は配膳の数を少なくしたいというところで一品少なくするとか、そういった対応をするとい

うところで各校の栄養士に伝えました。また、これにつきましては他市でもどういった事例

があるのか確認しながら、そこの工夫をさせていただいて、なるべくそういった感染防止に

つながるような献立の工夫ということで取り組んでまいりたいと考えています。 

また、アレルギーのことについては先ほど前田課長がおっしゃったとおりで、安全・安心

な給食を提供するということが命題になりますので、そちらの確認がとれないと 1年生の給

食は提供できないという形になりますので、そういったことを確認してから給食の再開をさ

せていただければと思っております。 

○小町教育長 田中委員。 

○田中委員 今、前田指導課長と南学校給食課長からご説明いただきました。ありがとうござ

います。中学校及び小学校についての具体的な案が出たので、中学校はＣ案、小学校の場合

はＡ案ということで申し上げたところでございます。改めてその理由として、私は 3点あり

ます。 

1 つは、児童・生徒の学びの保障、これをもとにして早く学校生活に順応させることがで

きるのではないかと思います。2 点目は、児童・生徒のこれまでの生活リズムを改善させ、

子ども及び保護者の不安解消、これにつながると考えております。最後でございますが、児

童・生徒の発達段階をよく考慮されているな、その上で、教材準備や指導内容及び指導方法

等の準備を先生方がこの計画をもとに進められるのではないか、そのように思っているとこ

ろでございます。非常にできた一つ一つの案であると思います。 

  その上で、3 番に留意事項があります。この留意事項については、お示しいただいた 3 点

で私はよろしいのではないかと思っております。 

  次に、4 番の学校再開時に配慮することの①健康管理について、この中で検温等の健康観

察の徹底、これが 4点にわたって示されています。これも大事な視点をしっかり踏まえてお

られるなと思います。その上で私から 5点ほど提言させていただきたいと思います。 

  まず 1点目です。石けんによる手洗いの励行、例えば登校時や給食前、体育の授業の後、

外遊びの後、トイレ使用後など、しっかりと石けん等による手洗いを周知していくというこ

とを再度お進めいただきたい。2 点目です。給食開始にあたっては感染予防を考慮し、配膳

しやすい献立の考慮をしていただきたい。先ほど南学校給食課長から丁寧な説明がありまし

たのでうれしく思います。3 点目、手の指にアルコール消毒を行う場合に、アルコールに対

するアレルギー症状のある子ども、アトピーなどの皮膚に疾患のある子ども、これは使用さ

せないということにしてほしいですね。その辺りの配慮を是非してはどうかということでご
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ざいます。4 点目、感染症発生時の資料として、各学級の座席表、専科の座席表を管理職及

び養護教諭に提出してはどうかということでございます。最後です。教育委員会から示され

た健康管理については、家庭に周知徹底を図るようにしてはどうか、以上 5点を提言申し上

げます。 

  あと、学校生活の中での感染予防の徹底についてでございます。これについては非常に詳

細に 11点にわたってお示しになっております。本当によくここまで一つ一つ検討されてお示

しいただいたなと思って感謝しているところでございます。 

その上で、ここについては私としては 2点ほど提言を申し上げたいと思います。 

まず 1点目、各教職員が、これは伊藤委員のほうが詳しいので、私も多少いろいろ研究し

た中で、0.05％次亜塩素酸消毒液、スプレー式になっているものと、あと拭き取り用のタオ

ル、これは消毒用と水拭き用のものを用意する。その場合、金属部分は腐食いたしますので

水拭きでよろしいのではないか、細かいようですがその辺りも周知したらいかがかなと思い

ます。あともう 1つ学校生活の中での感染予防の徹底の中で、対応する教職員の感染予防か

ら、1つはフェイスシールド、2つ目に防護服に準ずる例えばレインコートなど、3つ目に手

袋を用意する、こんなことを各学校で対応されてはいかがかということで提言申し上げたい

と思います。 

 最後になりますが、児童・生徒あるいは教職員に感染者が出た場合ということですが、こ

れも丁寧にお示しいただいております。全体で 6点にわたってお示しいただいていますが、

ここで改めて感染者が出た場合もそうですし、感染者が出る前に、感染症教育を行ってはど

うかということです。これについては正しい手洗いの方法といった疾病予防を実践するため

の教科の学習だけではなくて、学級活動や日常の指導と組み合わせて行う必要があるだろう、

そのように考えているところでございます。その場合、中学校の保健の中で、ウイルスなど

の病原体が様々な病気を引き起こすこと、その発生源を断つ、感染経路を断つ、免疫力を高

めるといった連続的な学び、それをしっかりしてはどうか、この機会に。 

これについては、ご承知のように昨日、国の予算委員会が行われたわけですが、その中で

尾身茂、専門家会議の副座長をされていますけれども、尾身茂副座長が、冬の到来を待たず

に再び感染拡大が起こることは十分予想される、第 2波が起こる、そういうふうにおっしゃ

っております。したがって、この冬までに感染が再び拡大しかねない、そういう非常に切迫

した状況にあります。その意味でも先ほど申し上げた感染症教育を行ってはどうか。その際、

校長先生の下で日頃から、保健体育の教諭、養護教諭、学級担任等々で連携して学校ぐるみ

で計画的に実施してはどうかという提言でございます。 

なお、児童・生徒の心のケアについてもこの提言にお示しになっているので、この方向で

進めていただいてよろしいのではないか。いずれにしても、ここまでよく丁寧にまとめられ、

これをご覧になった先生方もそうですし保護者の方もきっと安心されるだろうと、そのよう

に思って改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。 

○小町教育長 前田指導課長。 
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○前田指導課長 ありがとうございました。手洗いのタイミングとか、消毒の周知等に関しま

しては、特に子どもたちに、生活指導を中心としながら新しい生活様式での学校生活の送り

方という形で指導を繰り返すことで、田中委員がおっしゃられたいわゆる感染症教育という

ようなところの、ズバリそのものというわけではないですけれども、生活行動を変えるとい

うようなところで守っていくというような形での指導を、限られた 6月の時数の中ですので、

まずは行っていきたいと思っているところでございます。 

  また、配膳の方法等については、学校給食課の協力をいただきながら、各学校、特に小学

校はこれまでの配膳方法を見直さなければいけないという意識も持ってくださっております

ので、検討していきたいと思っています。 

  またアルコール消毒については、十分気を付けていきたいと思っています。学務課のほう

で各学校に配布していただいているのが次亜塩素酸を希釈して使うものですので、それを使

えば基本的には安全かなというふうには思うんですけれども、それでも気を付けなければい

けない部分がそれぞれございますので、十分配慮しながら利用するように指導してまいりた

いと思っております。 

  また家庭への周知ですが、本日ご討議いただいて、25日の対策本部で決定された内容をも

とに、私どものほうで保護者の皆様向けの文書ということで学校のほうに情報提供させてい

ただいて、それをもとに各学校から文書として発出していただくような流れを構築すること

で、私どもの考えてきたことを、保護者の皆様に、各ご家庭に伝えるようにしていきたいと

思っています。 

  最後になりますけれども、フェイスシールドですとか手袋、さらには防護服、そういった

ものも検討していかなければいけないなというところではあるのですけれども、特に手袋等

はいろいろ動いてくれているところではあると思うのですが、フェイスシールド等について

は今後ちょっと検討させていただきまして、必要なときに必要な分量対応できるような、そ

のような対応を進めていけたらと思っているところでございます。以上です。 

○小町教育長 田中委員。 

○田中委員 丁寧なご説明ありがとうございました。改めて、安全・安心なくして教育なしと、

そういう思いで教育委員会、学校、家庭、地域が一体となって、さらにオール立川としてこ

のことを取り組みながら、皆さんに安全・安心をしっかり届けられる、そういうこれからの

取組をしていただけるとありがたいなと思いますので、様々ご苦労をおかけしますが、よろ

しくお願いいたします。 

○小町教育長 ほか、ございますか。伊藤委員。 

○伊藤委員 今、課長からお話があったところでちょっと間違えているところがあるかなと思

いましたので、ご質問させていただきたいというか、お話をさせていただきたいですが、次

亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは、たぶん皆さんネット等でもご覧になっていると思い

ますので分かると思いますが、違いますので。次亜塩素酸水は希釈してはいけないですし、

紫外線ですとか時間経過にとても弱いので、本来でしたらば作りながら使うということが本
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当なんですね。どこかのテレビで、まとめて街の中で配ってというような形の放送をして、

これで安心できましたと言って、透明な入れ物に入れながらお持ち帰りになられた方がいら

っしゃいますけれど、あれでは多分使う時にはもう使えなくなってしまっているのではない

かなという気がいたしますので、次亜塩素酸水はなかなか取り扱いが難しい。その代わり人

体には安心で有機物がある所に触ると水になってしまいますので、人間が浴びても一応安全

ということにはなっております。 

これに対して次亜塩素酸ナトリウムはキッチンハイターとかいろいろなものが出ています

けれど、それを希釈することになる。ただ、これを目に入れるととても危険なことになりま

すので、噴霧するとか、こういうボトルでシュッ、シュッというのは絶対やってはいけない

ことですね。ですからグローブをしながら液体に浸けてそれで部分を拭くというような形の

使い方になりますので、この 2つが微妙に混同されてしまうとなかなか難しいことになると

思いますので、お気を付けいただければと思っております。 

その件に関してお聞きしたいところというのは、学務課が一括購入して各校に配布する、

とありますけれども、これは手に入るのでしょうか、どうでしょうか。 

○小町教育長 杉浦学務課長。 

○杉浦学務課長 おっしゃるとおり、アルコールはなかなかまとめて購入できない部分もあり

まして、今すぐにまとめてはないです。各校で少し手に入るというところも聞いていますの

で、それぞれの状況を聞きながら、できるだけ必要数を購入できるようにと考えております。 

○小町教育長 伊藤委員。 

○伊藤委員 何とか一生懸命努力をしていただいてと思います。通常のちゃんとした医療向け

の所から入れるアルコールの量がすごく減っていて、むしろ街の中にいっぱい出てきている

のかなと、最近は。ただ、あれは本当に大丈夫なのか、濃度が十分足りているんだろうかと

いうところが心配なので、そういう所からなるべく買わないようにして、きちんとしたいつ

も仕入れている医療向けの所からのものだけで何とか今のところ耐えているというような状

況ですので、この辺、学校で使用するというのはなかなか大変になると思いますので、何と

か頑張っていただければと思っております。 

  それから、手についた病原菌は、はっきり言うと恐くないですね。体内に入ることが恐い

のであって、手についたのはそんなに気にしなくていいというようには考えてはおりますし、

それから石けんで手を洗うということはアルコールを使うよりもよっぽどいいと考えており

ますので、何しろ丁寧な石けんによる手洗いと洗顔という形で考えていただければいいので

はないかなと思います。 

それから、子どもたちにとか、学校にいちいちとは思わないですけれども、トイレの後で

はなくて、本当はトイレの前に手を洗ってから入っていただいたほうが体に接触することは

少ない。ですからトイレはそんなに汚い所ではないと考えていますので、むしろ外から、い

ろいろな所を触った手で自分の体を触ることのほうが汚いと考えておりますので、何しろ石

けんによる手洗いをこまめに、ということを言っていただければよろしいと思います。 
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  それから、こまめな注意をしていただいてありがとうございます。こういう形でやってい

るということは当然、議事録で出てくるとは思いますけれども、基本的には皆様がされたこ

とはこの場で、教育委員会で協議して認めたというようなことなので、自信を持っていただ

いて、でもいろんな方がいらっしゃる。特にコロナの場合には、これでやればよくて、これ

じゃダメだというのがなかなかないと思いますので、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案にしろ、必ずいろい

ろお話があると思いますけれど、これはあくまで教育委員会で認めたものであるというふう

にお考えいただいて、市民の方に言っていただければと思っております。 

○小町教育長 ほか、ございますか。小林委員。 

○小林委員 段階的な指導の案をつくっていただきまして、きめ細かな指導案をつくっていた

だきましてありがとうございました。複雑過ぎて、すごくしっかり読まなければいけなかっ

たんですけれども、理解したつもりで質問させていただきます。 

私は心配性というか慎重派なので、Ｂ案がすごく穏やかな感じでいいかなと思っているん

ですね。ずっと子どもたちが家にいた中で、たまには相談日とかガイダンス日とかありまし

たけれども、急に学校が始まるということで、あまり急激な変化ではないほうが、段階を踏

んで少しずつ慣れていったほうがいいのかなというような気はいたしました。が、先ほど嶋

田委員も言われたように、状況がいろいろ変化していくと思いますので、先ほど周知のタイ

ミングが難しいというふうなお答えがありましたけれども、そう言われてみればそうかなと

思いますが、とにかく状況に合わせて柔軟性をもって対応していただけたらいいかなと思っ

ております。 

表で見て、頭で考えていることですが、実際には目で見ていませんので、校長先生方が実

際学校の中でいろいろ考えてこういうふうに案を出していただいているということなので、

もうお任せして、安心できるかなと思っております。 

ただ、1 つ提案というか質問です。前回ネット環境の調査のアンケート結果を教えていた

だきましたが、また第 2波、第 3波と、いつくるか分かりませんので、その時に備えてある

程度ネットに慣れておくということも大事なのではないかと思うんですね。現状でどの程度

進んでいるか分かりませんが、その環境が許す子どもから、つながるか、つながらないかだ

けでも試していい、ちょうどそういう期間じゃないかなと思うのですが、誰がネットができ

てとか、家にあってとか、環境がいい、悪いとか、そういうことをあまり周知するものでは

ありませんけれども、学校側で把握しておいて、徐々に、できるかできないかだけでも少し

ずつ試してみるのはどうかなと思います。週 4日来るのだったらその真ん中の 1日だけでも

ネットでつながってみるとか、徐々にそういう準備はしておいたほうがいいかなというふう

な気がいたします。 

あと、これを見ていますと先生方の出勤の状況はどうなるのかなと。毎日出勤されるよう

になるのか、テレワークが少しは入ってくるのか、急激な激務が始まるのか、先生方も慣れ

るのがまた大変かと思いますので、その辺はどうなのかお聞きします。                                                                         

○小町教育長 前田指導課長。 
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○前田指導課長 まず教員の勤務体制についてお伝えしたいと思います。本日このことについ

てご協議いただきまして、感染症対策本部の中で決定になった場合には子どもたちは学校に

まいりますので、教員たちは学校にいなければ業務ができない日が続くということになりま

す。ですので教員たちに対しては、毎日学校に来て子どもたちと接してもらうということを

考えてございます。 

その一方で都のほうからは、特に妊娠されている女性の教員については、感染症対策の観

点から、心配がある場合には在宅勤務を原則として認めるようにという通知も来てございま

す。その場合は、学校が再開になった折には在宅勤務が長期にわたりますので、代替の時間

講師等の配当も認めるという通知は来ておるところでございます。そういった形で対応しな

がら進めていきたいと考えております。 

○小町教育長 杉浦学務課長。 

○杉浦学務課長 ご質問いただきましたネットの環境ですけれども、前回お話したとおり調査

をしまして、現在モバイルルータと学校にある端末の貸出について手続きを進めているとこ

ろです。モバイルルータについては契約ができておりまして、5 月の末か 6 月には入手がで

きるということで、ちょうど要保護・準要保護の認定とも一緒になりますので、各対象の世

帯にお配りできる準備を進めているところです。 

また、端末の変更については学校の再開の時期と合わせて、何台、どういうタイミングで

設定変更ができるかということで今、事業者と打ち合わせをしているところで、この部分に

ついては、まだ遅れております。ＧＩＧＡスクール構想の中でも 1人 1台の端末ということ

で 6月の議会に予算要求ということで今、事業者との見積りを取り内容を詰めているところ

で、現状はそういったところです。 

○小町教育長 小林委員。 

○小林委員 先生方の感染のリスクはあるわけで、通勤される方もいらっしゃるでしょうし、

十分休養がとれるかどうか分かりませんけれども、体に気を付けて、子どもたちのためにま

た活動を始めていただきたいなと思います。よろしくお伝えください。 

  あと、校長先生のほうから提案がありましたテレビ回線を使った複数教室一斉に授業をす

るというのは、いい提案だと思います。 

  あと、今後の学校行事の一番下の、そのほかの変更点のところで、研究発表についてがあ

ります。「予算の繰り越しができないため、来年度の実施校については改めて検討する」とい

うことですが、前回、ある小学校の研究発表に参加させていただいたときに、従来の発表方

法ではなく、動画を使って見せていたというのがありまして、これなら先生が、忙しい中を

わざわざ一斉に集まって、市民会館まで行く時間を取る必要もないのかなというようなこと

を思ったのですが、動画を利用するというのは、いろいろなところで活用できるのではない

かなというふうに思いました。 

  それから、子どもたちの休み時間ってありますよね、3時間ぶっ通しでとか、2時間ぶっ通

しでというわけではなく、合間に休み時間があるかと思いますけれども、そのときの過ごし
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方というのは一番心配な部分ではあるんですが、何か配慮はされているのでしょうか。 

○小町教育長 前田指導課長。 

○前田指導課長 休み時間の過ごし方については、当然子どもたちには不必要に過度な密着は

しないようにとか、そういった指導はしていくわけですが、ただ、久しぶりの再会になるわ

けでございます。友達との語らいを期待して登校してくる子どもたちがたくさんいようかと

思います。ですからその度合いをどういうふうに見極めるかというところがポイントになっ

てくるだろうと思いますので、教員たちが授業準備のために職員室に戻ってしまうのではな

くて、子どもたちのそばにいて見守ってあげられるような、そういった態勢を維持すること

で子どもたちの心の部分と感染防止の部分と、当然、マスクをはずして友達の耳元で大笑い

する子はいないと思いますけれども、そういった指導を含めて子どもたちを見守れるような

態勢を指導していくつもりでございます。 

○小町教育長 小林委員。 

○小林委員 子どもの気持ちはとてもよく分かりますので、でもそこは見て見ぬふりはしない

で、一応ちゃんと気をつけるようにご指導をお願いいたします。 

○小町教育長 ほか、ございますか。田中委員。 

○田中委員 各学校においてはそれぞれ校医さんがいらっしゃいますね。例えば内科医であっ

たり薬剤師さんであったり、そういう方々が 6月以降の教育活動の再開に伴って、児童・生

徒の現状をご覧になりながら、それに対して適切な指導、アドバイスをいただけると学校が

非常に助かるなと思うのですが、その場合に、手続きとしてはどのようにすればいいでしょ

うかということでお尋ねします。 

○小町教育長 杉浦学務課長。 

○杉浦学務課長 子どもたちの健診ができておりませんので、その日程を考えなければいけな

いのですけれども、まず学校医の先生方には、段階的な登校のときですと、なかなか 1日い

ていただく、または複数日というのは難しいかと思うので、具体的な健診の日程はまだ先に

なるかと思いますけれども、今後のスケジュール等についても三師会の方々に密に連絡をと

って、対応していただくようにお願いをしてまいりたいと思っております。 

○小町教育長 伊藤委員。 

○伊藤委員 そうしていただければと思いますけれども、ただ、立川には学校保健会というも

のがございます。本来でしたらば各学校に学校保健委員会というのがありまして、そこでい

ろいろな子どもたちの健康に関する協議を行うというような決まりがありますけれども、そ

うすると立川の場合ですと、やはり熱心な先生とそうでない先生とか、お年寄りの方と若い

先生でいろいろ意見が変わったりするということがありますので、立川では全校に同様の考

え方で指導をしていただくということを徹底するために学校保健会という組織がございます。

ですからその学校保健会という組織で、これから先、段階的に解除していくにおいての医師

としての考え方であるとか、そういうことはどうしたらいいのかということは、こちらのほ

うから学校保健会に投げかけるということも必要であるから、つまり、このように今検討し
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ながら 6月から始めていく予定だけれども、それについて細かいアドバイスをお願いしたい

というようにお願いしていただけると、立川市に対して同じような考え方で言ってくださる

という組織がございますので、是非使っていただければと思います。 

○小町教育長 杉浦学務課長。 

○杉浦学務課長 おっしゃるとおり、学校保健会には今後のスケジュールと対応について調整

をした上で皆様にお願いをしてまいりたいと思いますので、ありがとうございます。 

○小町教育長 ほか、ございますか。嶋田委員。 

○嶋田委員 今、子どもたちへの教育という部分で主体的・対話的深い学びというのがグルー

プ活動もできなくなるでしょうし難しいと思うんですけれども、先ほど小林委員からもあっ

たような、「休み時間にじゃれ合うのはどう思う？」とか、「給食当番で感染を広げないため

にどうしたらいいと思う？」、「フェイスシールドを手づくりしてみようか」とか、何かそう

いう子どもたちが主体的に考えてできるようなことがあれば、遊びとかでもそうですし、子

どもたちを巻き込んで、子どもたちって、教えてもらうだけの存在ではないと思うので、一

緒に考えて、こういうふうにやっていきたいね、というところを主体的に考えさせていけれ

ばいいのかなと思います。 

○小町教育長 前田指導課長。 

○前田指導課長 おっしゃるとおりと思います。今、本当に新しい生活様式を作らなくてはい

けない、学校生活の様式も変えていかなくてはいけないという中で、みんなで手探りをし合

っている状況ですので、委員ご指摘のとおり、適切に子どもたちを巻き込んで、子どもたち

の知恵も借りながら、各学校で対応を進められるように、していけるようにと思います。 

○小町教育長 ほか、よろしいですか。 

では私からも。今とても大事なご指摘かなと思っているところでございます。それぞれで

きることをしっかりやるということが感染対策において、とても大事かなと思っていまして、

子どもたち、大人たち、いろいろな世代含めてできることはたくさんある、それをしっかり

とやることが結果的には安全・安心な社会をつくっていくことになろうかなと思っています。

まさにその原点を気づかせてくれたのが今回の新型コロナウイルスだったかなと思います。

そういったところに教育の原点があって、主体的で対話的な深い学びというところにシフト

していくのが多分そこに通じるところがあるのかなと思っています。 

学校の先生たちばかりでなく用務の職員が、消毒液を手で押すと、それでまた感染が広が

ってしまうとなって、それで足踏み式を考えたんですね。各学校の用務さんに頑張って木工

で作っていただきまして、設計図はインターネットで公開していますから使わせていただい

ています。そういう取組を、一例ですけれども本当に全職員が一丸となって自分たちのでき

ることを寄せ集めて、安全で安心な環境ということで子どもたちが学びに戻れるように工夫

してくれているところでございます。 

教育委員会といたしましても、きょう方向性を示していただきましたので、たとえ休業と

いうことになろうとも子どもたちの学びの保障ということで、分散登校等の工夫を入れなが
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ら学びの保障をしてまいりたいという方向性をきょうご示唆いただきましたので、その方向

でまとめさせていただければと思っています。 

なお、給食に関しましても、ご家庭の給食費のことがあると思っていますので、それに関

しましても併せて提供する方向でまとめていきたいと思っています。冒頭申し上げたとおり、

細部に関しましては明日の東京都の発表を含めまして総合的に市長と相談させていただいて、

別途でという形にさせていただきたいと思っていますけれども、きょうお示しした案の組み

合わせのどれかになるという範囲内でございますので、そういった意味できょうの臨時会で

賜ったご意見に関しましては、大いに参考にさせていただいて、充実させてブラッシュアッ

プしたいと思っています。 

         

     ◎閉会の辞 

○小町教育長 ほかにないようでございますので、これをもちまして、令和 2年第 3回立川市

教育委員会臨時会を終了いたします。 

午後５時１６分
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